
平成２５年度
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平成２５年度

第１８回大分県教育委員会

【議 事】

（１）議 案

第１号議案 教育庁の管理職人事について

第２号議案 教職員の懲戒処分について

（２）報 告

①平成25年第4回定例県議会提出議案に対する教育委員会の意見につい

て

②学校教育法施行規則の一部改正について

（３）協 議

①「平成26年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱いについて

②大分県スポーツ推進審議会委員の変更と公募制の導入について

（４）その他
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【内 容】

１ 出席者

委 員 委員長 岩 崎 哲 朗

委員 波多野 順 代

委員 麻 生 益 直

委員 林 浩 昭

教育長 野 中 信 孝

欠席委員 松 田 順 子

事務局 教育次長 河 野 盛 次

教育次長 宮 脇 和 仁

教育次長 別 木 達 彦

教育改革・企画課長 佐 野 壽 則

教育人事課長 藤 本 哲 弘

教育財務課長 竹 野 泰 弘

福利課長 大 石 尚 志

義務教育課長 後 藤 榮 一

生徒指導推進室長 江 藤 義

特別支援教育課長 後 藤 みゆき

高校教育課長 髙 畑 一 郎

社会教育課長 法 雲 淳

人権・同和教育課課長補佐 甲 斐 順 治

文化課長 佐 藤 英 一

体育保健課長 蓑 田 智 通

教育改革・企画課主幹 勝 尾 裕 美

教育改革・企画課主査 釘 宮 隆 之

２ 傍聴人 １１ 名
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開会・点呼

（岩崎委員長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日、松田職務代理が欠席です。

ただいまから、平成２５年度第１８回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（岩崎委員長）

本日の会議録の署名委員でございますが、波多野委員にお願いしたい

と思います。

会期の決定

（岩崎委員長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりであります。

会議の終了は１７時２０分を予定しています。

よろしくお願いします。

議 事

（岩崎委員長）

はじめに、会議は原則として公開することとなっておりますが、会議

を公開しないことについてお諮りします。

第１号議案及び第２号議案、協議の②は人事に関する案件ですので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項ただし書の規

定により、これを公開しないことについて、委員の皆さんにお諮りいた

します。

公開しないことに賛成の委員は挙手をお願いします。

（採 決）
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それでは第１号議案及び第２号議案、協議の②の３件は、非公開とい

たします。

本日の議事進行は、はじめに公開による議事を行い次に、非公開によ

る議事を行います。

【報 告】

①平成25年第4回定例県議会提出議案に対する教育委員会の意見について

（岩崎委員長)

それでは、報告第１号「平成２５年第４回定例県議会提出議案に対す

る教育委員会の意見について」報告をしてください。

（野中教育長）

報告第１号「平成２５年第４回定例県議会議案に対する教育委員会の

意見について」ご説明いたします。

報告第１号の報告書３ページをご覧ください。

平成２５年第４回定例県議会に上程された議案のうち、教育委員会関

係分として、中ほどの議案名にある「地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴

う関係条例の整備について」など４議案につきまして、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、知事から教育委員会

の意見を求められました。

本来なら知事への回答にあたり、教育委員会で議決していただくとこ

ろですが、日程の都合上、協議できませんでしたので、「大分県教育委

員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる

規則」第３条第１項に基づき教育長が臨時代理として処分しました。

報告書２ページのとおり異議のない旨回答しましたので、同条第２項

に基づき、本委員会に報告いたします。

各議案の内容等につきましては、担当課長が説明いたしますので、ご

審議のほどよろしくお願いします。

（法雲社会教育課長）

４ページの第１１４号議案「地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係

条例の整備について」の第１条「大分県社会教育委員条例の一部改正」

につきましてご説明いたします。１１ページをお開きください。
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まず１の「第３次一括法」改正概要でございますが、本年６月１４日

に、表記のいわゆる第３次一括法が公布され、附属機関の委員の資格、

定数等に係る法律の義務付け・枠付けの見直しが行われました。

中段をご覧ください。これまで、大分県社会教育委員の委嘱基準につ

いては、社会教育法第１５条において学校教育・社会教育・家庭教育・

学識経験者の４つの分野から選出するよう規定されていましたが、右側

の今回の改正により第１８条で委員の委嘱基準は文部科学省令で定める

基準を参酌して、地方公共団体の条例で定めることとされたことから、

今回、関連する大分県社会教育委員条例の一部を改正するものでありま

す。

下段をご覧ください。委員の委嘱基準については、今回の法改正に基

づき、参酌すべき基準が文部科学省令で示されており、これは改正前の

法律の基準と同様ですが、本県の実情にかなうことから、国の基準どお

り条例に規定するものです。

次のページをお開きください。今回改正の大分県社会教育条例の新旧

対照表を掲げております。上段の改正後（新）では、第３条にただ今ご

説明した委員の委嘱基準に関する規定を新設するほか、第５条について、

教育委員会の諮問・課題等に適宜対応していくため、九州各県と同様に

開催月規定を年３回の開催にすること及び漢字・仮名等表記の修正を行

っています。

以上でございます。

（藤本教育人事課長）

「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」の内容について、

ご説明いたします。

議案は、６ページでございます。

この条例案は、人事委員会の勧告等の趣旨を尊重し、国及び各県の給

与改定等の事情を考慮して、所要の制度改正を行うために提出されたも

のです。

詳細につきましてご説明いたしますので、１５ページをお開きくださ

い。

１の（１）の「昇給制度」については、平成２６年１月１日から、「５

５歳を超える職員の標準昇給号給数」を、現行の「２号給」から「０号

給」に改めるものです。

なお、この改正は、昨年の人事委員会勧告によるもので、内容、実施

時期とも国に準じています。

（２）の「通勤手当」については、長距離通勤者の負担を考慮して、

平成２６年４月１日から、手当額を改定するものです。

「特急列車利用者」については、現行では「１月当たり５万５千円を

限度に、普通定期券と特急料金の合計額を支給」していますが、１月当
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たり５万５千円を超える場合は、「現行の額に加え、超える額の３／４

に相当する額を支給」することとするものです。

また、「高速道路等利用者」については、現行では「通勤距離に応じ

た額に高速道路等料金の１／２相当額を加算して支給」していますが、

この加算額を「高速道路等料金の３／４相当額」に改めるものです。

（３）の時間外勤務手当等の基礎となる「勤務１時間当たりの給与額」

については、これまで国の算定方法に準じていましたが、平成２６年４

月１日から、労働基準法の規定に基づいた算定方法に改めるものです。

以上でございます。

（竹野教育財務課長）

「大分県立学校の設置に関する条例の一部改正」につきまして説明い

たします。

議案は、報告書の８ページでございます。

本議案は、大分県立臼杵商業高等学校、大分県立野津高等学校、及び

大分県立津久見高等学校を廃止するため、設置条例の一部改正を行うも

のです。

詳細につきましてご説明いたしますので、２０ページをお開きくださ

い。

「１改正内容」ですが、次のページの条例別表の新旧対照表のとおり、

先の３校を廃止するものであります。

「２改正理由」の（１）大分県立臼杵商業高等学校、大分県立津久見

高等学校の廃止ですが、「高校改革推進計画」に基づき、この２校と大

分県立海洋科学高等学校を統合し平成２４年４月に新たな津久見高等学

校を開校したことに伴い、臼杵商業高等学校及び統合前の津久見高等学

校は平成２４年度から生徒の募集を停止しており、平成２３年度以前に

入学した生徒が平成２６年３月で卒業しますので、同校を廃止するもの

でございます。

なお、海洋科学高等学校につきましては、在籍している生徒全員が津

久見高等学校海洋科学校に転校した上で、平成２４年４月１日に廃止さ

れております。

次に（２）の大分県立野津高等学校の廃止ですが、（１）と同様「高

校改革推進計画」に基づき大分県立大分南高等学校に福祉科が設置され

たことに伴い、野津高等学校の生徒の募集を平成２４年度から停止して

おり、平成２３年度以前に入学した生徒が平成２６年３月で卒業します

ので、同校を廃止するものでございます。

「３施行期日」ですが、平成２６年４月１日としております。なお、

下に「統合等の手順」を図示しておりますので参考としてご覧願います。

以上でございます。
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（蓑田体育保健課長）

「公の施設の指定管理者の指定」につきましてご説明します。

議案は、９ページでございます。

詳細につきましてご説明いたしますので、２１ページをお開きくださ

い。

庄内屋内競技場は、平成４年に県が設置して以来、旧庄内町並びに由

布市が管理し、「チャレンジ！おおいた国体」のライフル射撃競技が開

催された施設です。

現在、庄内屋内競技場は、平成１８年度に導入した指定管理者制度に

よって由布市が管理しておりますが、本年度末で指定期間が終了するこ

とから、次年度以降５年間においても指定管理者に由布市を指定するこ

とについて手続きを進めております。

まず１の施設の概要でございますが、約１万㎡の敷地に５０ｍと１０

ｍのライフル射撃競技用の２棟があります。そのうち競技場棟は、射場

の他屋内テニスや卓球、ゲートボールなど多目的な利用が可能です。

２の由布市を指定する理由ですが、庄内屋内競技場が由布市総合運動

公園に隣接し、スポーツゾーンの一施設として一体的、効率的に管理さ

れていることから、由布市を指定管理者に任意指定するものであります。

３の指定管理者の業務につきましては、施設の維持管理や利用許可、

利用促進に関する業務等があります。

４の目標指標でありますが、庄内屋内競技場につきましては、目標指

標を年間利用者数４,５００人に設定し、今後に向け安定的な利用促進
に取り組んでいきたいと考えています。

５の期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日での５年

間を予定しています。

６の管理に要する経費は、施設の利用料金を指定管理者が自らの収入

として収受する利用料金制を採用し、委託料は支出しないこととしてい

ます。

７の県民意見及び有識者の意見についてですが、平成２５年９月１３

日から１０月３１日までの間、「大分県立庄内屋内競技場の指定管理者

の任意指定（案）」に対する県民意見を募集しましたが、意見の提出は

ありませんでした。

また、有識者として、大分県スポーツ推進審議会委員２０名に同案に

対するご意見を伺いました。

由布市の指定管理者の任意指定については肯定的な意見のみで、反対

意見はありませんでした。

８の今後の手続きですが、指定管理者の指定等に関する事務は、大分

県教育庁等事務決裁規程により教育長の専決事項として処理させていた

だいており、第４回定例県議会に議案を提出しております。

県議会の議決後に由布市を指定管理者として指定し、告示します。由
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布市とは、業務内容等具体的な事項について協議した後、協定を締結し

たいと考えています。

以上でございます。

（岩崎委員長）

何か質問・ご意見等はありませんか。

（麻生委員）

議案に異論があるということではありませんが、高速道路に係る手当

については、いろんな割引制度もありますが、これは実費の２分の１を

４分の３にするということですか。

（藤本教育人事課長）

考え方はそういうことです。現金払いの場合とＥＴＣを設置している

場合とで算定が異なりますが、例えば、大分・日田間の場合、現行では

現金払いの場合９８，７００円の実費に対して手当額・自己負担額が４

９，３５０円となっています。ＥＴＣ設置の場合は５０，４００円の実

費に対して手当額が２７，６７５円、自己負担額が２２，７２５円とな

っています。今回の改正により、この自己負担額が縮小されることにな

ります。

（麻生委員）

地元との密着という考えに逆行しているのではないか、地元との密着

という観点と長距離通勤の兼ね合いをどう考えるか検討してみたいとい

う感想を持ちました。先生方の意見も聞いてみたいと思いました。

（岩崎委員長）

それは、先生方に地元に住んでほしいということですか。

（麻生委員）

学校と地域とのコミュニケーションの観点から、長距離通勤がどうい

うふうに影響しているのかなということです。

（岩崎委員長）

統計的には平均の通勤距離はそうでもないようでしたが。

（藤本教育人事課長）

通勤距離は、小・中学校で平均約１１ｋｍ、県立学校で約１８ｋｍと

なっています。
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（岩崎委員長）

報告に対する異論ではない質問ということでした。では、報告第１号

についてはよろしいですね。

②学校教育法施行規則の一部改正について

（岩崎委員長）

それでは、報告第２号「学校教育法施行規則の一部改正について」報

告をしてください。

（佐野教育改革企画課長）

２ページ目をお開きください。

１１月２９日に文部科学省から通知がありまして

学校教育法施行規則の一部改正する省令が平成２５年１１月２９日に

公布され、公布の日から施行されることとなりました。今回の改正の趣

旨内容及び留意事項については、下記のとおりですので、十分に御了知

の上、適切に対処ください、ということでございました。次の３ページ

をお開きください。

第２ 改正の内容

(１) 公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特

別支援学校及び高等専門学校において、設置者が必要と認める

場合は、土曜日等に授業を実施することが可能であることを明

確にすること。６ページをお開きください。現行は、第六十一

条 公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、

第三号に掲げる日を除き、特別の必要がある場合は、この限り

でないとされております。この条文におきまして、第六十一条、

二の土曜日、日曜日、祝日については、特別の必要がなければ

休業日であるとされておりました。この条文は、中学校、高等

学校、特別支援学校にも準用されております。今回これを、上

段の改正案ですが、第六十一条 公立小学校における休業日は、

次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学

校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合

は、この限りでない。このように改正をされております。つま

り、設置者が必要と認めれば土曜日等に授業を行うことができ

る、ということが明確になったということでございます。３ペ

ージにお戻りください。この改正の際に５つの留意事項という

ことで第３に記載されております。

第３ 留意事項

(１) 公立学校において、土曜日等に授業を実施する場合の内容や頻
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度等については、土曜日等の教育、スポーツ活動等の状況など

学校や地域の実情、児童生徒の負担等も踏まえながら、設置者

において適切に判断される必要があること。

(２) 学校、家庭及び地域の三者が互いに連携し、役割分担しながら

社会全体で子供を育てるという基本理念は引き続き重要であ

り、公立学校において土曜日等に授業を行う場合には、児童生

徒の発達段階を踏まえつつ、例えば、地域と連携した体験活動

を行ったり、豊富な知識・経験を持つ社会人等の外部人材の協

力を得たりするなど、土曜日等に実施することの利点を生かし

た工夫を行うことが期待されること。

(３) 公立学校において土曜日等に授業を実施する場合には、保護者

や関係機関等の協力を得ながら、児童生徒の登下校時の安全確

保について適切な対応を図ること。

(４) 土曜日等の教育環境の充実のために教職員が土曜日等に勤務を

する場合には、週休日の振替等を確実に行うなど適切に対応す

ること。

(５) 公立学校における土曜日等の授業の実施は、子供たちの土曜日

等における教育環境の充実を図るための方策の一つとして位置

付けられるものであり、設置者においては、土曜日等の授業の

ほか、地域における多様な学習、文化やスポーツ、体験活動等

の機会の充実等により、総合的な観点から子供たちの土曜日等

の教育環境の充実に取り組むことが期待されること。といった

５点でございます。特に(５)の留意事項は、今回の改正といっ

たものが土曜日に学校を開いて授業を行うことそのものが主眼

ではなくて、何かしらの形で子どもたち土曜日の活動を活発に

する、ということが目的だということを示しております。この

関係で下村文部科学大臣が豊後高田市の「学びの２１世紀塾」

を視察された際に地域が子供の土曜日等の学びを支援する事例

として全国の見本となる取組だという認識を示しているところ

でございます。１ページをお開きください。この文部科学省か

らの通知を受けまして、大分県教育委員会といたしましては、

以下のように市町村教育委員会及び県立学校に対して通知をし

たいと考えております。

（市町村教育委員会に対して）

・改正の趣旨等を十分に御了知の上、適切に対処頂くこと。

・子供たちの土曜日等における教育環境の充実を図ることは重要で

あり、地域の教育力を活用した学びの支援に積極的に取り組んで

頂きたいこと。
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（県立学校に対して）

・通知の通りの改正があったこと

・設置者である県教育委員会としての今後の対応方針については現

在検討中であり、年度内に改めて知らせること。

特に県立学校につきましては、設置者としての方針を示す必要が

あり、現在庁内で検討チームを作って検討を進めているところで

ございます。

以上です。

（岩崎委員長）

何か質問・ご意見等はありませんか。

（林委員）

県内の市町村教育委員会でも導入しようとしているところがでてきて

ると思うのですが、今の留意事項(４)の土曜日等で先生たちの勤務が振

替なければいけないとなった時に平日の授業がうまくいくのかどうか、

心配になったのですが、どんな感じになるのですか。

（藤本教育人事課長）

前回の教育委員会会議で週休日の振替を改正させていただくことにな

りました。現在でもなかなか取りにくいということで前を４週から８週

に、後を８週から１６週に体制を改正しておりまして、この体制につい

ては１月１日から施行すると通知しております。夏休みにとっていただ

く工夫、しかし、週休日の趣旨からいくとなるべく近いところに、各学

校等の事情を踏まえて対応していただくことになると思います。

（河野教育次長)

教職員の負担軽減という形で広くとらえて、土曜日授業に関係なくす

でに制度化されております。そういったことも活用できるということで

す。

（林委員)

環境は整っているということですね。分かりました。

県立学校の方針は検討中だということですが、実態はどうでしょうか。

（髙畑高校教育課長）

県立高等学校ですが、土曜講座ということでもちろん定期の授業では

ありませんがＰＴＡの主催でやっています。今年度については、２４校

で実施しており、全体の５１％です。多くの学校では、専門高校を含め

て資格取得だとか、補習等で、学校を開放して、７割ぐらいの学校でや
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っております。

(林委員)

教育委員会として、統一的な方針を出していこう、ということを議論

されているということでよろしいですね。分かりました。

【協 議】

①「平成２６年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱いについて

（岩崎委員長）

それでは、協議の①「「平成２６年度全国学力・学習状況調査」結果

公表の取扱いについて」協議をします。

（後藤義務教育課長）

〈説明概要〉

・公表に係る文部科学省の考え方（実施要領）

・公表に係る大分県教育委員会のスタンス

本県調査結果の公表の取扱いと同様に、①市町村ごとの結果、②

成果をあげている学校の結果・取組を積極的に公表することとした

い。

市町村・学校は、課題を分析し、具体的目標や改善策等を掲げ検

証・改善を行うことはもとより、他の市町村や学校の事例を参考と

することや、家庭や地域に対する説明責任を果たしつつ、学校と家

庭、地域が一体となった学力向上の取組を推進していくことができ

ると考える。

・県教育委員会の対応

市町村教育委員会からの同意を得て、市町村ごとの結果や成果を

上げている学校の結果・取組を公表することとしたい。

（詳細は、別紙資料を参照）

（岩崎委員長）

ただいま説明がありましたが、質疑・意見等のある方はお願いします。

（林委員）

各市町村等との協議においてもこのようなスタンスは理解されている

と思います。私は非常にいいと思います。
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（波多野委員）

県独自の学力調査は、すでに公表しています。現場に出掛けても反対

意見は聞きませんので、定着しているのではないでしょうか。県独自の

学力調査と同じような公表ということであれば、違和感は感じないので

はないかと思いますので私自身も賛成です。

市町村教育委員会が、公表するときに、自らが実施する改善策も併せ

て公表するとありますが、県はすでに同様の公表をしています。しかし、

市町村教育委員会は、それぞれの取組みや予算等も異なる中で、それを

公表するということなのでしょうか。

（後藤義務教育課長)

市町村教育委員会は設置管理者でありますので、域内の学校において

は責任があります。しかし、１８市町村実情は異なりますので、それぞ

れの実情に応じて、主体的に方策を立てていただき、それを併せて公表

していただければと考えております。

（波多野委員）

県教育委員会としては、積極的に働きかけていくということでいいの

でしょうか。

（後藤義務教育課長）

はい。

（麻生委員）

私も同意見です。提示している市町村の学力向上アクションプランは

公表していないのでしょうか。

（後藤義務教育課長）

各市町村の学力向上アクションプランについては、各市町村がそれぞ

れの方法で公表しています。今後は、県として各市町村の学力向上アク

ションプランの概要を併せて県民の皆様に公表していきたいと思いま

す。

（麻生委員）

各市町村間の情報交換がなされていないように思います。県として各

市町村ごとの情報交換は大いにやるべきと思います。これを機会にお願

いいたします。

（後藤義務教育課長）
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私も先進県に参りました。大分県は、他県の状況を知りませんでした。

ご指摘のとおり、市町村間の情報交換もしていませんでした。今後は互

いに情報を共有し、好事例に学びあいネットワーク化が図れればと思っ

ております。

（岩崎委員長）

各学校ごとの公表については、成績のよい学校は問題はありませんが、

成績が芳しくない学校については、公表を渋ることを想定して、大分県

のスタンスがあるように思います。ただ、公表に係る大分県のスタンス

を県の調査と同様にすれば、現場では大きな混乱は起こらないでしょう。

ただ、より先進的な義務教育の学校があって、そこの校長が、説明責任

を果たす意味で、自分たちの成果や取組みを公表してもいいとなった場

合は、大分県のスタンスでは、公表できないことになるのでしょうか。

成果を上げている学校といえない学校の公表については、どうなのでし

ょうか。

（後藤義務教育課長）

今後、各市町村の意向等を詰めていきたいと思います。市町村は、公

表方法や公表内容等を含めて考えたいということですので、半年間くら

いかけまして、どういう形で公表していくのか、お互いに大分県の子供

たちのことを考えて話を詰め、具体的なものは然るべきタイミングで再

度お諮りしたいと思います。今日は、大きな考え方で、これで動かして

いただきたいということでございます。

（岩崎委員長）

県の調査に合わせるということであれば、現場に混乱は生じないでし

ょうが、将来的には、もっと広げる必要があるのではないかと思います。

「平成２６年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱いについて

の皆様のご意見は、基本的には賛成でありますので、今後はこのスタン

スで進めていただければと思います。

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、

公開でその他、何かございませんか。

それでは、非公開の議事を行いますので、関係課室長のみ在室とし、

その他の課室長及び傍聴人は退出してください。

２課（教育改革・企画課、教育人事課）在室
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【議 案】

第１号議案 教育庁の管理職人事について

（岩崎委員長）

それでは、第１号議案「教育庁の管理職人事について」提案を求めま

す。

（説明）

（岩崎委員長）

何かご意見ご質問はありませんか。

（質問、意見）

（岩崎委員長）

それでは、ただ今、提案のありました第１号議案の承認について、お

諮りいたします。第１号議案について、承認される委員は挙手をお願い

します。

（採 決）

第１号議案については、提案どおり承認します。

第２号議案 教職員の懲戒処分について

（岩崎委員長）

それでは、第２号議案「教職員の懲戒処分について」提案を求めます。

（説明）

（岩崎委員長）

何かご意見ご質問はありませんか。

（質問、意見）

（岩崎委員長）

それでは、ただ今、提案のありました第２号議案の承認について、お
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諮りいたします。第２号議案について、承認される委員は挙手をお願い

します。

（採 決）

第２号議案については、提案どおり承認します。

【協 議】

②大分県スポーツ推進審議会委員の変更と公募制の導入について

（岩崎委員長）

それでは、協議の②「大分県スポーツ推進審議会委員の変更と公募制

の導入について」協議をします。

（説明）

（岩崎委員長）

質疑・意見等のある方はお願いします。

（質問・意見等）

（岩崎委員長）

他に何かはございませんか。

それでは、今回の協議の結果を踏まえて、進めてください。

最後にこの際、何かありましたらどうぞお願いします。

それでは、これで平成２５年度第１８回教育委員会会議を閉会します。

お疲れ様でした。
































































